
総合事業の請求について

平成２９年９月１１日

芦屋市福祉部高齢介護課

１．サービスコード

 現在の芦屋市の総合事業におけるサービスコードの種類 

 ・訪問型サービス 

Ａ１ 予防専門型訪問サービス（現行相当）：みなし指定の事業所 

  Ａ２ 予防専門型訪問サービス（現行相当）：平成２７年４月１日以降指定 

                       の事業所 

  Ａ３ 生活支援型訪問サービス（緩和した基準）：すべての事業所 

 ・通所型サービス 

  Ａ５ 予防専門型通所サービス（現行相当）：みなし指定の事業所 

Ａ６ 予防専門型通所サービス（現行相当）：平成２７年４月１日以降指定 

                       の事業所 

↑平成３０年３月３１日利用分まではこちらのサービスコード 

→平成３０年４月１日利用分からは 

・訪問型サービス 

Ａ２ 予防専門型訪問サービス（現行相当）：すべての事業所 

Ａ３ 生活支援型訪問サービス（緩和した基準）：すべての事業所 

・通所型サービス 

  Ａ６ 予防専門型通所サービス（現行相当）：すべての事業所 

 ↑こちらのサービスコードに変わります。 

 平成３０年３月３１日利用分までと翌４月１日利用分からとでは，請求する

サービスコードが変わりますのでご注意ください。 

サービスコード表は，芦屋市公式ホームページの 

ホーム＞健康・福祉・子育て＞福祉＞介護保険＞介護予防・日常生活支援総

合事業＞サービス提供事業者の皆さんへ 

に掲載しています。 



２．事業所番号

  「最初に指定を受けた際の番号をそのまま使用し，原則として新たな番号

の付番は行わない。ただし，事業所が別の番号の付番を求める場合は，付番

して差し支えない。」との厚生労働省資料の考え方に基づくこととします。 

３．地域区分単価

  平成３０年４月１日以降は，芦屋市の指定を受けたすべての事業所は，芦 

屋市の地域区分単価である３級地が適用されます。平成３０年３月３１日ま 

ではみなし指定事業者については，事業所所在地の地域区分単価が適用され 

ますので，３級地以外の地域区分が適用されている地域のみなし指定事業者 

につきましては，特にご注意下さい。

※近隣では神戸市（４級地）が該当します。 

４．日割り請求

  予防給付と総合事業では，日割り請求にかかる適用が下記のとおり一部異 

なりますのでご注意ください。 

①訪問型サービス(現行相当)・通所型サービス(現行相当)共に，月の途中に

利用を開始した場合，契約日を起算日とした日割り請求になります。 

②訪問型サービス(現行相当)・通所型サービス(現行相当)共に，月の途中に

利用を終了した場合，契約解除日を起算日とした日割り請求になります。 

※その他の場合については，国が示すとおり予防給付と同一の考え方となり 

ます。 

５．住所地特例者の請求

  保険者が芦屋市以外の他市町村の方であっても，芦屋市が実施しているサ 

ービスを提供し，芦屋市のサービスコードで国保連に請求することになりま 

す。くわしくは，芦屋市公式ホームページ 

ホーム＞健康・福祉・子育て＞福祉＞介護保険＞介護予防・日常生活支援総

合事業＞事業者説明会を開催しました＞平成 28 年 11 月 24 日事業者説明会
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に掲載の「６－７ 住所地特例者に対する請求について」を参照して下さい。 

                        問い合わせ 

                        芦屋市高齢介護課管理係 

0797－38－2046 


